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添付 １ 

ERS 講習会（新規・更新）実施要項 

 

 セーリング競技規則(RRS)は、レースに参加するすべての艇が、クラス規則に従っていること及び有効な計測

証明書あるいはレーティング証明書を保持することを求めている。そして、クラス規則あるいは大会においてセー

リング装備規則(ERS)が適用される場合には、証明の管理は、各国協会(MNA)によって認定されたオフィシャ

ル・メジャラーが実施し、大会における装備の検査は、当該レース委員会によって任命されたイクイップメント・

インスペクターが行うこととされている。 

 日本において、JSAF は「公式計測員規程」を定め、ODC 計測委員会が主管して、公式計測員として、ク

ラス・メジャラーを認定し、更にオフィシャル・メジャラーを認定することとした。 

 本 ERS 講習会は、クラス・メジャラーとして認定されるための要件であり、また、ERS が改定された場合には

受講しなければならない。 

 

 

 

 

土曜日 

09：00 集合・受付  

09：20 挨拶と説明 

 9：30 講義  

11：30 昼休み 

12：30 セール計測実習 

14：30 休憩 

14：40 艇体等計測実習  

16：40 実習終了  

16：50 解散 

 


